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法令違反別死亡事故発生件数
（平成30年）

『令和元年版交通安全白書』より

5％：歩行者、その他に起因

95％
運転者の違反

死者数 3,215人

負傷者数 460,715人

令和元年の交通事故死傷者・負傷者数

自動運転の意義

○ 死亡事故発生件数の大部分が「運転者の違反」に起因。
○ 自動運転の実用化により、運転者が原因の交通事故の大幅な低減効果に期待。
○ 高齢者等の移動支援や渋滞の緩和、生産性の向上、国際競争力の強化への効果に期待。

渋滞の解消・緩和

渋滞時でも自動で
最適な車線、車間
を選んでくれるの
でスムーズに走れ
るよ！

国際競争力の強化

国内輸送の更なる効率化

技術・ノウハウに
基づく国際展開

パッケージ化

高齢者等の移動支援

自動運転のお陰で遠出
も可能になり行動範囲

が広がったよ。

自動運転の効果例

生産性の向上・少子高齢化への対応

交通事故の削減

自動で周辺車両や前方の
状況を確認して危険を回
避してくれるので安心だ
ね！

自動で周辺車両や前方の状
況を確認して危険を回避し
てくれるので安心だね！

出典：総務省「労働力調査」（平成27年）

トラックドライバー
の約4割が50歳以上

(地方部を中心に)
移動手段が減少

路線バスの１日あたり運行回数（1970年を100とした指数）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　現在、自動運転の実用化に向けた研究・開発が意欲的に進められており、自動運転を巡る技術が急速に進展しています。○　また、自動車メーカーに限らず、サプライヤーやIT企業等も自動運転の分野に参入しており、従来の自動車産業から大きな変革がもたらされつつあります。○　自動運転は、その実現により、約９７％が運転者のミスに起因している交通事故の大幅な削減や、適切な車間距離や速度の制御による渋滞の緩和が期待されています。○　また、地方部を中心として公共交通が衰退してきており、こうした地域での高齢者など交通弱者の移動手段確保が重要な課題となっております。このため、公共交通を補完するものとして、自動運転による移動サービスにより、高齢者等の移動手段が確保されることが期待されています。○　さらに、少子高齢化に加え、インターネット通販等による荷物量の急増を背景として、トラック等の運転者不足が課題となっているところ、その解決策の一つとして自動運転技術が期待されています。○　このように、自動運転は、安全性向上、環境負荷低減、移動サービスの高度化、物流効率化といった自動車交通を巡る諸課題の解決に大きな効果が期待されています。○　なお、このような大きなメリットをもたらす自動運転技術ではありますが、特に開発・普及の段階で自動運転車両と一般車両が混在する状況においては、ユーザー等が各種機能の性能と限界を正しく理解し、過信しないことが重要であり、このような課題について適切に対応することも併せて求められていることを付言しておきたいと思います。



交通安全基本計画の目標と達成状況
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死者数（人）

重傷者数（千人）
死傷者数（万人）

平成 年

〇 第11次交通安全基本計画の目標（案）の達成のためには、更なる対策が必要な状況。

交通事故死者数等の推移と交通安全基本計画の目標値
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死者数
2,500人以下
死傷者数

50万人以下

第10次目標

24時間死者数

目標年：令和2年

平成22年までに死者数を
2000人減（平成11年比）

平成32年までに死者数を1000人減（平成22年比）

【車両の安全対策による30日以内死者数削減目標】

死者数
2,000人以下
重傷者数

22,000人以下

第11次目標案

目標年：令和7年

令和

重傷者数

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　日本では、現在、この図で示されているようなSAE（米国自動車技術会：Society of Automotive Engineers）が規定したレベル１からレベル５までの５段階のレベル分けを欧米と同じく採用しております。○　レベル１は運転支援ということで、サポカーの主要技術である衝突被害軽減自動ブレーキやペダル踏み間違え時急発進抑制装置、車線をはみ出さないように走行する車線維持支援制御装置（LKAS）、定速走行や前方車両との車間距離を維持しつつ追従走行する定速走行・車間距離制御装置（ACC）といった個々の技術が該当します。レベル１の個々の技術を組み合わせたものがレベル２で、現在、日本で走っている自動運転機能の車両はレベル２となります。レベル１、レベル２は従来と同様に運転の責任をドライバーが負うこととなっており、これらは従来の制度（安全基準（保安基準）、道路交通ルール（免許）、賠償責任）の中で技術の開発・実用化が可能であり、それが進められています。○　一方、レベル３以上の高度な自動運転については、通常は自動運転システムが運転を行い、その間は周辺の安全を監視する責務をドライバーが負わなくなるため、セカンダリーアクティビティ（Secondary Activity）というドライバーが運転以外のことをすることが可能となります。レベル３とは、自動運転システムが正常に作動している間はシステムが周囲の安全を監視しながら運転を行い、システムが何かしらの原因で対応できなくなるときにはシステムからドライバーに運転を引き渡すというものです。○　レベル４は「特定条件下における完全自動運転」ということで、走行ルートが固定されるなど、ある限定された空間においては完全な自動運転が実現されたものを指します。レベル５は自動運転の最終形といえるもので、高速道路、一般の街中を問わず何ら限定なく自動運転システムにより走行できるものを指しますが、ここまで来ると、現時点ではまだ構想段階です。料



【例】自動で止まる
（自動ブレーキ）

前のクルマに付いて走る（ACC）車線からはみ出さない
（LKAS）

*1 （株）SUBARUホームページ *2 日産自動車（株）ホームページ *3 本田技研工業（株）ホームページ
*4 福井県永平寺町実証実験 *5 CNET JAPANホームページ

*1 *2 *3

ACC： Adaptive Cruise Control,  LKAS: Lane Keep Assist System

○特定条件下における自動運転
特定条件下においてシステムが運転を実施
（当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システム
の介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要）
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システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施○運転支援

自動運転のレベル分けについて

○完全自動運転
常にシステムが運転を実施

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが運転を実施
（作動継続が困難な場合もシステムが対応)

レベル１

レベル２

限定地域での無人自動運転移動サー
ビス（2020年まで）※

高速道路におけるレベル３の
自動運転（2020年目途）※

構
想
段
階

公
道
実
証
実
験

実
用
化
済
・普
及
段
階

開発
状況等

政府目標

高速道路でのレベル４の自動運転（2025年目途）※

*4

レベル５

レベル４

レベル３

※官民ITS構想・ロードマップ2020（令和2年7月 IT総合戦略本部（本部長 内閣総理大臣）決定）にて規定

○高度な運転支援
【例】高速道路において、
①車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）
②遅いクルマがいればウインカー等の操作により自動で追い越す
③高速道路の分合流を自動で行う

レクサスLS
（2017年10月）

ベンツSクラス
（2017年8月）

システムが前後及び左右の車両制御を実施

*5

場所（高速道路のみ等）、天候（晴れのみ等）、速度など自動運転が可能な条件
この条件はシステムの性能によって異なる

特定条件下とは・・・
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ホンダ レジェンド
（2020年11月 型式指定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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自動運転「レベル２」と「レベル３」の主な違い

レベル２ レベル３

運転の主体 運転者 システム

位置づけ 運転支援 自動運転

アイズオフ 禁止 可能

セカンダリアクティビティ 禁止 画面注視可

オーバーライド 可能 可能

※レベル２，３いずれもシステム作動時における状況を記載。
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○「レベル２」と「レベル３」について、差は見えにくいものの、法制度上の位置づけや技術レベ

ルは大きく異なる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　自動運転技術の高度化に向けては、2つのアプローチがあります。一つは、自動運転に係る機能を段階的に向上していくアプローチで、もう一つは特定条件によるレベル4の自動運転技術を一気に開発していくアプローチです。○　前者の段階的向上アプローチについては、自家用車について、自動車メーカーから見ると顧客である一般ユーザーは不特定多数のルートを走行するため、段階的に自動運転機能を向上していくアプローチをとっています。〇　一方、後者の一定条件のもと一気に高いレベルを目指すアプローチについては、例えばバスのように決まったルートで不特定の人が乗る場合などは有効であり、IT企業等はこのアプローチで無人移動サービスのための技術開発を進めています。



自動運転に係る目標、現状、課題
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①大量生産車 ②無人自動運転移動サービス ③トラック隊列走行
（後続車無人／後続車有人）

④自動配送ロボット

自家用車 移動サービス 物流サービス

高速道路で、
・ レベル3（2020年目途）

・ レベル4（2025年目途）

限定地域での実現（2020年まで）

サービスの全国展開（2025年頃）

【後続車無人】

高速道路で、

・技術的に実現（2020年度）

・商業化（2022年度以降）

政府
目標

・公道実証（2020年内の早期）

・実用化に係る制度整備の基本
方針の策定

（実証の結果を踏まえ、早期）

課題
より高度な自動運転機能の
国際基準の検討

様々な形態の車両や運行方法に
よる安全な実証・実用化

後続車無人を可能とするシス
テムの安全確保（ガイドライン
の検討・策定）

・実証の安全確保策の検討

・実用化に係る制度の在り方の
検討

実装
分野

現状
レベル３が年度内目処に
発売予定

一部地域で年度内目処に事業化
の動き

年度内に後続車無人技術の
実現に向け実証試験中

本年１０月頃より順次実証試
験



自動運転技術の高度化の「２つの道」

レベル
１

レベル
２

レベル
３

レベル
４，５

市販車の段階的機能向上
（例） 高速道路における

レベル２ → レベル３
特定条件（限定空間、低速等）
によるレベル４に向けた取組み
（例） 運転者を乗せた状態で、

特定区域において自動走行
の走行試験

高度な自動運転車を早期実現するためには？ → ２つのアプローチ

（将来） セカンダリアクティビティが
可能な車の市販化

（将来） 「無人タクシー」サービス
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ガイドラインの対象車両

自動運転車の安全技術ガイドライン【概要】

○ 2018年にガイドラインを作成し、レベル3、4の自動運転車が満たすべき安全要件を策定。

〇これにより、国際基準が策定されるまでの間も、安全な自動運転車の開発・実用化を促進

○世界で初めて、自動運転の実現にあたっての安全目標を設定

安全目標：自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す

○ 本ガイドラインに示した我が国の自動運転車の安全性に関する考え方や安全要件を国内外の基

準に反映させてきた

○運転支援
【例】自動ブレーキ、車線維持、クルーズコントロール など

レベル２

レベル５

レベル３
○条件付自動運転

システムが全ての運転操作を行うが、システムの介入
要求等に対してドライバーが適切に対応することが必
要

ド
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ー
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る
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視
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に
よ
る
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視

○特定条件下での自動運転機能（レベル１の組み合わせ）
【例】車線を維持しながら前のクルマを追走して走る

レベル４

○完全自動運転
システムが全ての運転操作を行う

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが全ての運転
操作を行う

○特定条件下での自動運転機能（高機能化）
【例】 高速道路で遅いクルマがいれば自動で追い越す

レベル１

レベル３又はレベル４の自動運転システムを有する乗用車、
トラック及びバス

赤枠：ガイドラインの対象範囲

自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）

自動運転車は、次の安全性に関する要件を満たすことにより、そ
の安全性を確保しなければならない
① 運行設計領域（ODD）の設定
② 自動運転システムの安全性
③ 保安基準等の遵守等
④ ヒューマン・マシン・インターフェース（ドライバー状態の監視機能等の搭載）
⑤ データ記録装置の搭載
⑥ サイバーセキュリティ
⑦ 無人自動運転移動サービス用車両の安全性（追加要件）
⑧ 安全性評価
⑨ 使用過程における安全確保
⑩ 自動運転車の使用者への情報提供
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇　今、ご説明した国連における国際基準の策定に先立ち、２０２０年を目途としてレベル３以上の高度な自動運転を実現するためには、自動運転車が満たすべき安全要件を、まずガイドラインとして定めることにより、安全な自動運転車の開発・実用化を促進する必要があります。〇　このため、レベル３以上の自動運転システムを有する車両が満たすべき要件や安全確保のための各種方策について整理し、本年6月にガイドライン案をとりまとめ、９月に公表しました。〇　この特長としては、世界で初めて、「自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す」という安全目標を設定し、自動運転車の開発・実用化の意義を明確化したという点にあり、あわせて、右下の「自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）」を設定したことにあります。



(1) 走行環境条件内において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと

(2) 走行環境条件外で、作動しないこと

(3) 走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの間、安全運行を継続する

とともに、引き継がれない場合は安全に停止すること

(4) 運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること

(5) 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること 等

改正道路運送車両法
の成立（19.5）

自動運行装置の保安基準等の概要（省令・告示等）

 自動運行装置のON/OFFの時刻

 引継ぎ警報を開始した時刻

 運転者が対応可能でない状態となった時刻 等
を６ヶ月間にわたり（又は２５００回分）記録できること

(1) 申請者は、場所、天候、速度など自動運転が可能となる状況等を記載した申請書等を国土交通大臣に提出

(2) 国土交通大臣は当該状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めたときは条件を付与
（付与書を交付）

自動運行装置の保安基準

走行環境条件の付与手続き

・自動運転車であることを示すステッカー

を車体後部に貼付（メーカーに要請）

１．性能

基準策定までの車両安全のための
ガイドライン策定（18.9）

改正道路運送車両法・
保安基準（省令）の施行（20.4）

00

２．作動状態
記録装置

３．外向け
表示

国内基準
策定の取組
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○ ガイドラインの考えに基づき、2019年に道路運送車両法を改正、2020年にはレベル3、4の自動運

転車の基準を策定。

〇併せて、道路交通法も改正された。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　自動車の安全・環境基準の国際的な調和を図る場である国連のＷＰ．２９において、我が国は自動運転に係る基準等について検討を行う各分科会等の共同議長又は副議長として議論を主導しております。○　自動運転の主要技術である自動ハンドルについて、昨年１０月には車線維持に関する基準が発効し、本年１０月には車線変更に関する基準が発効するなど、着実に国際基準の策定を進めているところです。○　現在レベル3以上の高度な自動運転技術に関する基準やサイバーセキュリティ対策の具体的な要件等の検討が本格化したところであり、引き続き我が国が国際的な議論を主導します。○　また、本年６月（オタワ）及び10月（モントリオール）に開催されたG7自動運転ＷＧ等の政府間の会合においては、各国の自動運転への取り組みや各種課題について情報交換を実施しています。



世界初のレベル３車の型式指定
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○ 本年１１月、世界で初めて、自動運転車（レベル３）の型式指定を実施。年度内に発売される予定。

○ 引き続き、高速道路でのレベル４自動運転の実現に向けて、より高度な自動運転機能に係る基準

策定を進める。

世界初の自動運転車（レベル３）の型式指定

※本田技研工業(株)提供

主な走行環境条件

1. 道路状況及び地理的状況
(道路区間) 高速自動車国道、都市高速道路及びそれに接続される又は接続

される予定の自動車専用道路（一部区間を除く）
(除外区間/場所) 自車線と対向車線が中央分離帯等により構造上分離されていな

い区間急カーブ、サービスエリア・パーキングエリア、料金所など
2. 環境条件

(気象状況) 強い雨や降雪による悪天候、視界が著しく悪い濃霧又は日差しの
強い日の逆光等により自動運行装置が周辺の車両や走路を認識
できない状況でないこと

(交通状況) 自車が走行中の車線が渋滞又は渋滞に近い混雑状況であるとと
もに、前走車及び後続車が自車線中心付近を走行していること

3. 走行状況
(自車の速度) 自車の速度が自動運行装置の作動開始前は約30km/h未満、

作動開始後は約50km/h以下であること
(自車の走行状況) 高精度地図及び全球測位衛星システム(GNSS(Global 

Navigation Satellite System)) による情報が正しく入手で
きていること

(運転者の状態) 正しい姿勢でシーベルトを装着していること
(運転者の操作状況) アクセル・ブレーキ・ハンドルなどの運転操作をしていないこと



目次

1. 自動運転とは？（意義、定義）

2. 自動運転をめぐる国内の動き

3. 自動運転に係る国際基準調和の動き
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日本車は日本だけで走っているわけではない
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※日本の自動車工業2013（日本自動車工業会）データより算出

北米
30%

中南米
8%

オセアニア
3%

アジア
44%

アフリカ
2%

中近東
2%

欧州
11%

世界各国での販売台数

合計
約2060万台

日本で生産
／販売
21%

輸出
18%

海外で生産
／販売
61%

日本メーカーの自動車（四輪）の国内外
での生産販売状況

日本車の約8割は海外で走っている！！

合計
約2600万台

○ 自動運転の早期実現に向けて、各国において開発が進められているが、自動車は国際流通商品であることか
ら、国際的な基準調和が不可欠。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇　今、ご説明した国連における国際基準の策定に先立ち、２０２０年を目途としてレベル３以上の高度な自動運転を実現するためには、自動運転車が満たすべき安全要件を、まずガイドラインとして定めることにより、安全な自動運転車の開発・実用化を促進する必要があります。〇　このため、レベル３以上の自動運転システムを有する車両が満たすべき要件や安全確保のための各種方策について整理し、2018年6月にガイドライン案をとりまとめ、９月に公表しました。〇　この特長としては、世界で初めて、「自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す」という安全目標を設定し、自動運転車の開発・実用化の意義を明確化したという点にあり、あわせて、右下の「自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）」を設定したことにあります。



自動運転に関する国際基準策定の取組

○ 日本は、国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）において、共同議長又は副議長等として自動運転に
関する国際基準に係る議論を主導。

○ 本年６月、自動車線維持、サイバーセキュリティー対策等を含む自動運行装置の国際基準が成立。

○ 引き続き各国と協力し、さらに高度な自動運転に係る国際基準の策定に向けて検討中。

自動運転に関する国際基準

これまでに策定された基準

本年６月に策定された基準

国連自動車基準調和
世界フォーラム（WP29）

自動運転
【副議長】

安全一般 衝突安全
騒音
タイヤ

灯火器
排ガス
エネルギ

自動ブレーキ 【共同議長】

サイバーセキュリティ 【共同議長】

自動運転認証 【共同議長】

日本は、自動運転に関する基準を策定する部会、専門家会合等において、

共同議長・副議長等を務める。

国連自動車基準調和世界フォーラム（ WP29 ）

ＥＤＲ／データ記録装置 【共同議長】

機能要件 【テクニカルセクレタリ】

【レベル２】

・自動駐車（リモコン駐車）

・手を添えた自動ハンドル

（車線維持／車線変更）

リモコン駐車

車線維持 車線変更

* 本田技研工業（株） HP * LEXUS HP

* 日産自動車（株） HP * BMW HP

* LEXUS HP

【全レベル】 サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデート

【レベル３】 高速道路における自動運転 （60km/h以下での車線維持）

※ 議論には、日本、欧州、米国、中国等が参画

渋滞時に自動運転
（レベル３）開始

渋滞解消または出口
接近時に自動運転終了

同一車線において
前車に追従
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇　今、ご説明した国連における国際基準の策定に先立ち、２０２０年を目途としてレベル３以上の高度な自動運転を実現するためには、自動運転車が満たすべき安全要件を、まずガイドラインとして定めることにより、安全な自動運転車の開発・実用化を促進する必要があります。〇　このため、レベル３以上の自動運転システムを有する車両が満たすべき要件や安全確保のための各種方策について整理し、2018年6月にガイドライン案をとりまとめ、９月に公表しました。〇　この特長としては、世界で初めて、「自動運転システムが引き起こす人身事故がゼロとなる社会の実現を目指す」という安全目標を設定し、自動運転車の開発・実用化の意義を明確化したという点にあり、あわせて、右下の「自動運転車の安全性に関する要件（１０項目）」を設定したことにあります。
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対象となる自動運転のイメージ

 自動運転システムが作動中、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないことについて、注意深く有能な運転者と

同等以上のレベルであること。

 運転操作引継ぎの警報を発した場合において、運転者に引き継がれるまでの間は制御を継続すること。運転者に引き継が

れない場合はリスク最小化制御を作動させ、車両を停止すること。

 運転者が運転操作を引き継げる状態にあることを監視するためのドライバーモニタリングを搭載すること。

 不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること。

 自動運転システムのON/OFFや故障等が生じた時刻を記録する作動状態記録装置を搭載すること。

 上記の要件について、シミュレーション試験、テストコース試験、公道試験及び書面を組合せて、適合性の確認を行うこと。

（例： 他車の割り込み等が起こりうる状況において、注意深く有能な運転者の反応速度や制動力等のモデルに基づいて回

避可能と考えられる衝突を、当該自動運転車が回避できることを確認。）

渋滞時に自動運転
（レベル３）開始

渋滞解消または
出口接近時に
自動運転終了

自動車専用道かつ

中央分離帯等によ
り反対車線と物理
的に分割された道
路でのみ作動

主な要件

同一車線におい
て前車に追従

自動運行装置の国際基準の概要

○ 本年6月に成立した自動運行装置の基準は、高速道路における60㎞/h以下の車線維持を行うレベル３シス
テム（低速ALKS）が対象。

○ これまでわが国が策定していたガイドライン、国内基準をベースに日本主導で成立。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　自動車の安全・環境基準の国際的な調和を図る場である国連のＷＰ．２９において、我が国は自動運転に係る基準等について検討を行う各分科会等の共同議長又は副議長として議論を主導しております。○　自動運転の主要技術である自動ハンドルについて、昨年１０月には車線維持に関する基準が発効し、本年１０月には車線変更に関する基準が発効するなど、着実に国際基準の策定を進めているところです。○　現在レベル3以上の高度な自動運転技術に関する基準やサイバーセキュリティ対策の具体的な要件等の検討が本格化したところであり、引き続き我が国が国際的な議論を主導します。○　また、本年６月（オタワ）及び10月（モントリオール）に開催されたG7自動運転ＷＧ等の政府間の会合においては、各国の自動運転への取り組みや各種課題について情報交換を実施しています。
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主な要件

サイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基準の概要

メーカーからのソフトウェア
アップデートを適切に実施

リスクアセスメント及びリス
クへの対処・管理を実施
セキュリティ対策を検証す

るための試験を実施

サイバー攻撃へ
の対策を適切に

実施

自動車メーカー

サイバーセキュリティ及び
ソフトウェアアップデート
を管理する体制を確保

 サイバーセキュリティ及びソフトウェアアッ

プデートの適切さを担保するための業務

管理システムを確保すること。

 サイバーセキュリティに関して、車両のリ

スクアセスメント（リスクの特定・分析・評

価）及びリスクへの適切な対処・管理を行

うとともに、セキュリティ対策の有効性を

検証するための適切かつ十分な試験を

実施すること。

 危険・無効なソフトウェアアップデートの防

止や、ソフトウェアアップデート可能である

ことの事前確認等、ソフトウェアアップ

デートの適切な実施を確保すること。

○ 自動運行装置の基準と合わせて、関係の深いサイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの国際基
準と同時に成立。

○ 個別の車両要件に加え、リスクアセスメント等のメーカー管理システムの堅牢性について規定されている点
が特徴的。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　自動車の安全・環境基準の国際的な調和を図る場である国連のＷＰ．２９において、我が国は自動運転に係る基準等について検討を行う各分科会等の共同議長又は副議長として議論を主導しております。○　自動運転の主要技術である自動ハンドルについて、昨年１０月には車線維持に関する基準が発効し、本年１０月には車線変更に関する基準が発効するなど、着実に国際基準の策定を進めているところです。○　現在レベル3以上の高度な自動運転技術に関する基準やサイバーセキュリティ対策の具体的な要件等の検討が本格化したところであり、引き続き我が国が国際的な議論を主導します。○　また、本年６月（オタワ）及び10月（モントリオール）に開催されたG7自動運転ＷＧ等の政府間の会合においては、各国の自動運転への取り組みや各種課題について情報交換を実施しています。



○ 高速道路の同一車線における時速60km以下の自動運転システム（低速ALKS）の国際基準が成立したが、
技術の進展に合わせて更に高度な自動運転システムの基準も求められている。

○ 現在、WP29体制の元、機能要件を担当するFRAVと認証方法を担当するVMADにおいて議論が継続中。

サブグループ１（シナリオ）

サブグループ２（シミュレーション）

サブグループ３（監査・市場監視）

自動運転認証（VMAD）

機能要件（FRAV）
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サブグループ４（試験路・公道試験）

【共同議長：米・中・独】

【共同議長：日・加・蘭】

【リーダー：日】

【リーダー：欧州委員会】

【リーダー：欧州委員会】

【リーダー：蘭】

FRAV及びVMADの関連性のイメージ
国連自動車基準調和世界フォーラム（ WP29 ）傘下の

FRAV及びVMADにおける具体的な検討体制

FRAV: Functional Requirements for Automated and Autonomous Vehicles
VMAD: Validation Method for Automated Driving

さらに高度な自動運転システムに関する国際議論



○ 自動運転に関しては、WP29における基準の議論と、ISO等における標準の議論が並行して行われてい
るところ。

○ 基準と標準は密接に関連するものであり、相互に連携して対応することが重要。
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基準と標準の連携例（シナリオ） 基準と標準の連携例（サイバーセキュリティ）

基準

標準

基準

標準

ISO/WD34502において安全性評価シナリ
オの枠組みを規定。

WP29/GRVA/VMADにおけるSG1（シナリ

オ）において、基準において使用するシナリ
オ作成に向けた議論を実施。

ISO/DIS 21434において車両サイバーセ
キュリティを規定。

WP29/GRVA傘下のサイバーセキュリティ・
ソフトウェアアップデートTFにおいて議論さ
れ、新規則を本年６月にWP29において可
決。

標準で検討している安全性評価のためのシ
ナリオ収集とシナリオベースの安全性検証
の考え方を基準の議論へ提供

基準ではプロセス要件の具体的な検証手法
として標準（ISO/SAE 21434）を参照

基準・標準の連携の重要性



自動運転技術の高度化の「２つの道」 （再掲）

レベル
１

レベル
２

レベル
３

レベル
４，５

市販車の段階的機能向上
（例） 高速道路における

レベル２ → レベル３
特定条件（限定空間、低速等）
によるレベル４に向けた取組み
（例） 運転者を乗せた状態で、

特定区域において自動走行
の走行試験

高度な自動運転車を早期実現するためには？ → ２つのアプローチ

（将来） セカンダリアクティビティが
可能な車の市販化

（将来） 「無人タクシー」サービス
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　自動運転技術の高度化に向けては、2つのアプローチがあります。一つは、自動運転に係る機能を段階的に向上していくアプローチで、もう一つは特定条件によるレベル4の自動運転技術を一気に開発していくアプローチです。○　前者の段階的向上アプローチについては、自家用車について、自動車メーカーから見ると顧客である一般ユーザーは不特定多数のルートを走行するため、段階的に自動運転機能を向上していくアプローチをとっています。〇　一方、後者の一定条件のもと一気に高いレベルを目指すアプローチについては、例えばバスのように決まったルートで不特定の人が乗る場合などは有効であり、IT企業等はこのアプローチで無人移動サービスのための技術開発を進めています。



【移動サービス】 ラストマイル自動運転
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政府目標

○ 最寄駅と目的地を結ぶ「ラストマイル自動運転」について、経産省と連携し、２０１７年度より、車両技術の検証やビジネスモデルの

検討のための実証実験を全国で実施。

○ ２０２０年度は、小型カートによる年内の事業化に向けた試験運用、事業コスト低減に資する技術開発・実証の他、中型自動運転

バスによる実証実験に取り組んでいる。

限定地域での無人自動運転移動サービスの実現（２０２０年まで）

２０２０年度の取組

＜事業化に向けた試験運用＞

・2020年中での事業化に向け、これまで蓄積したノウハウ（遠隔型自

動運転システムの使用・管理等）を地元に移転しつつ運用
（福井県永平寺町等）

＜事業コスト低減に資する技術開発・実証＞

・遠隔型自動運転システムによる車内無人回送の実証

・１名の遠隔監視・操作者による３台の車両運行の実証
（福井県永平寺町等）

＜中型自動運転バスの実証＞

・運行事業者による中型自動運転バスを用いた実証
（茨城県日立市、神奈川県横浜市、滋賀県大津市、兵庫県三田市、

福岡県北九州市・苅田町）

中型自動運転バス

１対３の遠隔監視・操作（イメージ）

これまでの取組

・１名の遠隔監視・操作者が３台の車両を担当する遠隔
型自動運転システムの技術検証

（福井県永平寺町等）

・将来の車内無人を見据えたサービス技術の検証（運賃決
済システムやAIによる車内事故防止の自動アナウンス）

・地元の運行事業者による約６ヶ月のサービス実証
（福井県永平寺町、沖縄県北谷町）

・実証実験用車両（中型自動運転バス）の開発

通信

遠隔地

AIによる車内事故防止の
自動アナウンス（日立市）

車内カメラ

走行中のご移動は
ご遠慮ください

小型バス

小型カート

遠隔監視・操作
小型自動運転バス

事業性の向上

１対２の遠隔監視・操作（永平寺町）

小型カート



【物流サービス】 トラック隊列走行
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○トラックのドライバー不足解消に資する「トラックの隊列走行」について、経産省と連携し、２０１７年度より、技術開発や公道実証（新

東名高速道路等）を実施。

○本年度は、２０２０年度中の公道での後続車無人隊列走行技術の実現に向け、引き続き公道実証等を行う。

<後続車有人システム>  ２０２１年までに高速道路で商業化

<後続車無人システム>  高速道路において、２０２０年度に技術的に実現し、２０２２年度以降に商業化

これまでの取組

【後続車有人システム】（車間距離：約35m）

・車車間通信を利用した車間距離維持機能（CACC）や車線維持機能
（LKAS）による公道実証（新東名等）

政府目標

２０２０年度の取組

【後続車無人システム】

・テストコース（後続車内無人状態）や公道（後続車内有人状態）の実証

・後続車無人システム（実際に後続車内無人）での公道の隊列走行

CACC：Cooperative Adaptive Cruise Control
協調型車間距離維持支援システム

LKAS：Lane Keeping Assist System
車線維持支援システム

【後続車無人システム】

・電子牽引技術により車間距離を9mとするシステム（後続車内
有人状態）の公道実証（新東名）

・テストコースでの後続車内無人状態での実証

後続車無人システムの実現イメージ

２０１９年度は、多様な環境下（トンネル内、夜間等を含む）で長期間・長距離
の公道実証を実施

実施期間：１９年６月～２０年２月

実施区間：新東名 浜松いなさIC～長泉沼津IC （約140km）

無人有人

車間
約9m

車間
約9m

CACC、
ライダー、
カメラ等

CACC、
ライダー、
カメラ等

最高速度
80km/h

手動 自動追従 自動追従

・登坂路での車間距離拡大

→車車間通信機の改良

・GPS精度低下区間での車両制御の向上

→先行車追従制御方法の改善

・SA/PA内での歩行者の割り込み

→車間距離制御性を向上（車間距離を短縮） など

課題

GPS精度低下区間の例（金属ネット）

無人

【後続車有人システム】

・より高度な車車間通信機能の実証

・より高度なシステムの開発に向けた技術面・事業面のコンセプトの検討開
始



【物流サービス】 自動配送ロボット

政府目標

○新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、宅配需要の急増や非接触型の配送ニーズが高まる中、自動配送ロボットにより最寄りの

配送拠点等から自宅等への配送を行う、新たな配送サービスの実現が期待されている。

○国交省の基準緩和等により、2020年内に近接および遠隔監視・操作型の公道走行実証が行われる見込み（国内メーカー等１１社

が実施予定）。

○今後の制度設計の基本方針の決定に向けて、必要な制度整備手法やロボットの性能要件等の検討を進めていく。

公道実証（２０２０年内早期）、実用化に係る制度整備の基本的方針の策定（実証の結果を踏まえ、早期）
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近接監視型 遠隔監視型（1:1） 遠隔監視型（1:N） 完全自動運転

【走行形態】 ※公道実証は近接型および遠隔監視型で実施

公道実証事例将来的な実用化イメージ例

配送拠点等 消費者自宅等

無人・小型・低速

①最寄りの配送拠点等から消費者の自宅等へ
の配送を、自動配送ロボットで代替

②到着予定時刻や到着時の通知は、アプリなど
を用いて直接消費者に通知し、受け取り

自動配送ロボット

○主体：日本郵便、ZMP
○期間：2020年10月1日～11月6日まで
○場所：東京逓信病院～麹町郵便局
○形態：近接および遠隔監視（1:1）
○車両：デリロ（長さ96cm×幅66cm×高さ109cm／120kg）

○最高速度：6 km/h

全国で初めての公道実証



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ご清聴ありがとうございました
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